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平成２５年度 第２２回人事委員会会議結果 

 

１ 開催日時 

 

   平成２６年１月１７日（金）午前１０時～１２時１５分 

 

２ 開催場所 

 

   人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

３ 出席者 

 

【人事委員】 

  委 員 長    曽 我 紀 厚 

     委  員  中 原   都 

     委  員  荒 濱 健太郎 

 

【事務局職員】 

  事務局長  森 谷 邦 彦   次長兼任用課長  稲 田   将 

     給与課長  新 高 謙 一   係  長     遠 藤 公 亮 

     係  長  向 井 京 子   係  長     有 岡 博 己 

係  長  河 村   淳 

 

【傍聴者】   なし 

 

４ 議 題 

 

議案第１号 平成２６年度鳥取県職員及び警察官採用試験の実施計画及び見直しについて 

     

     議案第２号 平成２４年（措）第１号事案の判定について 

 

５ 議事の公開・非公開 

 

   議案第１号を公開とし、議案第２号を非公開とした。 

 

６ 議 事 

 

 １ 議案第１号 

   平成２６年度鳥取県職員及び警察官採用試験の実施計画及び見直しについて、事務局が説明し、

原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

 来年度の鳥取県職員及び警察官の採用試験について、実施計画案のとおり実施しようとするもの。 

① 平成２６年度鳥取県職員及び警察官採用試験実施計画 

(１) 内容 
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(２) 平成 25 年度との主な変更点等 

ア 鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）・鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の２次試

験日及び採用候補者発表日の早期化 

鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の２次試験日を今年度より２週間、採用候補者発表日を

今年度より３週間早める。 

   （鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）も鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）と同時

期に実施するため、併せて前倒す。） 

〔理由〕 

 早期に試験を実施し、採用候補者として名簿に登載することにより、優秀な人材の確実な確保

を図る。 

イ 鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（２回目））の追加 

今年度中途に実施決定した鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（２回目））を、当初から計画に追

加する。 

  〔理由〕 

より優秀な人材を確保し、かつ近年深刻な辞退者数の増加に対応するため、鳥取県警察官採用

試験（警察官Ａ）の実施回数を現在の年１回（５月）から年２回（５月・９月）に変更するもの。 

  ウ エントリーシートの継続 

平成 25年度から導入した鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の事務（総合分野コース）及び

鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の事務の専門試験に代わるエントリーシートを、

平成 26年度も継続して実施する。 

   〔理由〕 

エントリーシートを導入することで、試験問題作成団体（委託先）の出題分野に限定されるこ

となく、法律・経済以外の専門分野にも通じた多種多様な人材を確保することができ、導入の目

的に適った一定の成果を挙げたと言える。 

また、知識・知能以外の有用性や適職性等を１次試験の段階から前倒しで評価できるという効

果も得ることができたため。 

 

② 平成 26年度採用試験の見直し 

(１) 鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）事務（一般コース）の専門試験出題分野の追加 

鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）事務（一般コース）の専門試験の出題分野に、政治学・行

政学を追加する。 

変更後 変更前 

政治学 － 

行政学 － 

憲 法 憲 法 

行政法 行政法 

民 法 民 法 

刑 法 刑 法 

労働法 労働法 

経済学 経済学 

財政学 財政学 

社会政策 社会政策 

国際関係 国際関係 

計 40 問 計 40 問 

〔理由〕 

   政治学・行政学は、公共政策や行政体制など、県事務職員として求められる専門的知識を測るた

めに必要な分野であるため。 

 

 



- 4 - 

 

 

(２) 鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）・鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の論文

試験の時間短縮・字数削減 

   鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）・鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の論文試験

について、試験時間を１時間 30分から１時間に短縮し、これに伴い字数も一定程度削減する。 

  〔理由〕 

県職員の業務においては、限られた時間の中で効率よく簡潔にわかりやすく説明できる能力が必

要とされているため、求める能力の実証により即した試験となるよう、見直しを行うもの。 

 
 ２ 議案第２号 

平成２４年（措）第１号事案の判定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

７ 次回の人事委員会の開催 

 

   平成２６年２月６日（木）午前１０時から開催することとした。 


